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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県事務処理規則の一部を改正する規則（※） （人事課取扱い）１

鹿児島県事務処理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年３月28日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県規則第28号

鹿児島県事務処理規則の一部を改正する規則

鹿児島県事務処理規則（平成５年鹿児島県規則第16号）の一部を次のように改正する。

第14条第１項の表中センター長の項を削り，課長の項の次に次の１項を加える。

センタ 総務事務センター センター長補佐。 技術補佐 庶務担当の係長

ー長 ただし，厚生監

の所管に属する

事項を除く。

厚生監。ただし， センター長補佐 技術補佐

厚生監の所管に

属する事項に限

る。

第22条第１項の表中

「
出先機関に駐在する職員 当該出先機関の長 を

」

「
出先機関に駐在する職員 当該出先機関の長

に改める。
楠隼中学校 楠隼高等学校長

」

別表第１の１の項第37号中「人事課」を「市町村課」に改め，同表３の項中第１号から第３

号までを削り，第４号を第１号とし，第５号を削り，第６号を第２号とし，第７号を削り，第

８号を第３号とし，第９号から第24号までを削り，第25号を第４号とし，第26号から第31号ま

でを削り，第32号を第５号とし，第33号を削り，第34号を第６号とし，第35号から第43号まで

を28号ずつ繰り上げ，第44号から第47号までを削り，第48号を第16号とし，同項第49号中

「133②③④」を「133③④」に改め，同号を同項第17号とし，同項中第50号を第18号とし，第

51号から第55号までを32号ずつ繰り上げ，同表４の項中第26号を第27号とし，第22号から第25

号までを１号ずつ繰り下げ，第21号の次に次の１号を加える。

 公益法人からの届 ○

出に係る書類の写し

及び財産目録等の写

しの公益認定等審議

会への送付（法53②
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〔45①〕）

別表第５の１の項第１号中「次号に掲げる」を「庶務事務システムにより処理する」に改め，

同項第２号中「もの」の次に「のうち，これに係る業務を委託しないもの」を加え，同項第５

号中「次号に掲げる」を「庶務事務システムにより処理する」に改め，同項第６号中「もの」

の次に「のうち，これに係る業務を委託しないもの」を加える。

別表第６総務事務センターの表２の項第２号中「もの」の次に「のうち，これに係る業務を

委託しないもの」を加える。

別表第６人事課の表７の項中第25号を第27号とし，第22号から第24号までを２号ずつ繰り下

げ，同項第21号中「及び交付」を「等」に改め，同号を同項第23号とし，同項中第20号を第22

号とし，第12号から第19号までを２号ずつ繰り下げ，第11号の次に次の２号を加える。

 定年前に退職する ○

意思を有する職員の

募集の決定等（退手

条例８の３①②）

 募集期間の延長等， ○

募集期間の満了の周

知，応募者の認定等，

退職すべき期日の決

定等及び募集実施要

項等の公表（退手条

例８の３⑤⑥⑧⑪⑫

⑬⑭⑮⑰）

別表第６生活・文化課（消費者行政推進室を含む。）の表１の項第３号中

「
○

を

」

「
○ ○ 地域振 地域振興

興局長 局長及び

支庁 支庁長は， に改める。

長 情報の収

集に限る。
」

別表第６青少年男女共同参画課（男女共同参画室を含む。）の表６の項事務の種類の欄中

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律」に改める。

別表第６地域政策課の表３の項第１号中「３④⑨」を「３④⑧」に改め，同項第２号中「及

び総務大臣への提出」を削り，「３⑥⑦⑨」を「３⑥⑧」に改め，同表10の項事務の種類の欄

中「この項中鹿児島県風力発電施設の建設等に関する景観形成ガイドライン（平成21年12月22

日制定）を「ガイドライン」という。」を削る。

別表第６離島振興課の表１の項事務の種類の欄中「に基づく離島振興計画に関する事務」を

「の施行に関する事務」に改め，同項第１号中「変更」を「変更を」に，「国土交通大臣，総

務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に，「，その」を「並びにその」に，「４①⑤⑨」

を「４①⑤⑧⑫」に改め，同項第３号中「離島振興計画」の次に「及び離島活性化交付金等事

業計画」を加え，同号を同項第５号とし，同項第２号中「の決定」を「及び離島活性化交付金

「 「
等事業計画」に，「各部間」を「各部局間」に， ○ を ○ に改め，同

」 」

号を同項第４号とし，同項第１号の次に次の２号を加える。
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 離島活性化交付金 ○

等事業計画の作成

（法７の２①）

 離島活性化交付金 ○

等事業計画の事業等

所管大臣への提出

（法７の３①）

「
別表第６離島振興課の表２の項第４号中「各部間」を「各部局間」に， ○ を

」

「
○ に改め，同表３の項第１号中「（変更を含む。）の決定」を「の決定（変更を

」

含む。）」に，「国土交通大臣，総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に，「（法３

①，⑦，⑨」を「及び公表（法５①⑦⑩⑪⑫」に改め，同項第８号中「奄美群島振興開発計画」

の次に「及び交付金事業計画」を加え，同号を同項第11号とし，同項第７号中「の決定」を

「 「
「及び交付金事業計画」に，「各部間」を「各部局間」に， ○ を ○

」 」

「
に改め，同号を同項第10号とし，同項第６号中 ○ を

」

「
○ に改め，同号を同項第９号とし，同項第５号中

」

「 「
○ を ○ に改め，同号を同項第８号とし，同項中第

」 」

４号を第７号とし，第３号を第６号とし，同項第２号中「13③」を「46③」に改め，同号を同

項第５号とし，同項第１号の次に次の３号を加える。

 交付金事業計画の ○

作成（変更を含む。）

及び公表（法８①⑥

⑦）

 交付金事業計画の ○

提出（法９①）

 交付金事業計画の ○

実績に関する評価及

びその内容の公表

（法10）

別表第６自然保護課の表３の項第17号中「徴収，」を「徴収又は」に，

「 「
○ ○ ○ 大島支

を に改め，同項第
庁長

」 」

「 「
大島支 大隅地 大隅地域

庁長 域振興 振興局長

局長 及び大島

大島支 支庁長は，

庁長 第19号，

第31号及

34号中 を び前号に に改め，同表４の項第25号中

掲げる事

務のうち

委任され
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たものに

係るもの

に限る。
」 」

「
○

「徴収，」を「徴収又は」に， を

」

「
○ ○ 地域振 地域振興

興局長 局長は，

土石の採
に改め，同表５の項第38号中

取に係る

ものに限

る。
」

「 「
○ ○ ○ 地域振

興局長
を に改め，同項第39号中

支庁

長
」 」

「 「
○ ○ ○ 地域振

興局長
を に改める。

支庁

長
」 」

別表第６環境保全課の表12の項第12号中

「
○

を

」

「
○ ○ 地域振 地域振興
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興局長 局長及び

支庁 支庁長は，

長 汚水を排

出する工

場等（屋

久島町，

徳之島町，

天城町，
に改める。

伊仙町，

和泊町，

知名町及

び与論町

の区域内

のものを

除く。）

に係るも

のに限る。
」

別表第６保健医療福祉課の表４の項第２号中「，30の４⑪」を削り，「55④」を「55⑦」に

「
○

改め，同項第７号中 を

」

「
○ 地域振

興局長
に改め，同項第36号中「（変更を含む。）の決定」を

支庁

長
」

「の決定（変更を含む。）」に，「30の４①⑫」を「30の４①⑬」に改め，同項第37号中「30

の４⑩」を「30の４⑪」に改め，同項第38号中「30の４⑪」を「30の４⑫」に改め，同表７の

「 「
○ ○ 地域振

興局長
項第２号中 を に改

支庁

長
」 」

め，同表17の項第３号中「１①，省令附則⑥」を「１の３①」に改め，同項第４号中「３④」

を「３⑤」に改め，同表18の項第５号中「，規則15」を削り，同項第６号中「16①②③」を

「14①②③」に改め，同項第７号中「16④」を「14④」に改め，同表19の項事務の種類の欄中

「条例」」の次に「，保健師助産師看護師法施行細則（昭和63年鹿児島県規則第64号）を「規

則」」を加え，同項第11号中「書換交付」を「書換え交付」に，「省令14①，15①」を「規則

５①，６①」に改め，同表22の項第１号中「（変更を含む。）の決定」を「の決定（変更を含

む。）」に，「９①⑤」を「９①⑥」に改め，同項第２号中「決定」を「決定（変更を含

む。）」に，「９④」を「９⑤」に改める。

別表第６社会福祉課の表３の項第２号中「23②」を「４②」に改め，同項第３号中「23③，

政令９」を「４③，政令３」に改め，同項第４号中「24①」を「７①」に改め，同項第５号中

「24④，26②〔23の２②」を「７④，９②〔５②」に改め，同項第６号中「24⑤，政令11」を

「７⑤，政令５」に改め，同項第７号中「25」を「８」に改め，同項第８号中「26①」を「９

①」に改め，同項第９号中「26②〔23の２③」を「９②〔５③」に改め，同項第10号中「29」

を「12」に改め，同項第11号中「30①，政令23①」を「13①，政令17①」に改め，同項第12号
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中「32」を「16」に改め，同項第13号中「34」を「19」に改め，同項第14号中「（法35」を

「及び国に対する弁済の要請（法20①②」に改め，同項第15号中「44」を「29」に改め，同表

６の項第６号中「又は立入検査票」及び「，44②，54②」を削り，

「 「
○ ○ 地域振

興局長
を に改め，同項第11号中

支庁

長
」 」

「44，54」を「44①，54①」に改め，同項中第32号を第33号とし，第22号から第31号までを１

号ずつ繰り下げ，同項第21号中「53①③」の次に「，54の２④」を加え，同号を同項第22号と

し，同項第20号中「51②」の次に「，54の２④，55」を加え，同号を同項第21号とし，同項第

19号中「51①」の次に「，54の２④，55」を加え，同号を同項第20号とし，同項第18号中「助

産婦」を「助産師」に改め，同号を同項第19号とし，同項中第17号を第18号とし，第13号から

第16号までを１号ずつ繰り下げ，同項第12号中「市町村」の次に「若しくは地方独立行政法人」

を加え，同号を同項第13号とし，同項第11号の次に次の１号を加える。

 立入検査票の交付 ○

（法44②，54②〔28

②〕）

別表第６障害福祉課の表４の項第45号中「条例４」を「条例４①」に改め，同項第46号中

「 「
○ 地域振 ○

興局長
を に改め，同項第

支庁

長
」 」

第54号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律」に改め，同表11の項第14号を削り，同項第13号中「に係る措置命令及び公示」を「，命

令等」に，「51の33①②③④」を「51の33」に改め，同号を同項第14号とし，同項第12号中

「実施（法51の３①，51の32①」を「実施等（法51の３①③，51の32①③」に改め，同号を同

項第13号とし，同項中第11号を第12号とし，第10号を第11号とし，第９号を第10号とし，同項

第８号中「49①②③④⑤⑥」を「49①②③④⑤」に改め，同号を同項第９号とし，同項中第７

号を第８号とし，第４号から第６号までを１号ずつ繰り下げ，同項第３号中「37，39」を「37

①，39①」に改め，同号を同項第４号とし，同項第２号中「41」を「41①」に，「51の21」を

「51の21①」に改め，同号を同項第３号とし，同項中第１号を第２号とし，同号の前に次の１

号を加える。

 精神通院医療を行 ○ ○ 地域振 課長は，

う者の報告又は文書 興局長 本庁が実

等の提出等の命令及 支庁 施するも

び立入検査等の実施 長 のに限る。

（法10①）

別表第６障害福祉課の表11の項第15号中「自立支援医療受給者証」を「支援認定，指定自立

支援医療機関の選定及び自立支援医療受給証」に，「54③」を「54」に改め，同項第18号中

「
○

を

」
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「
○ ○ 地域振 課長は，

興局長 指定自立

支庁 支援医療

長 機関の所
に改め，同項第29号中「係る」の次に「体制

在地が鹿

児島市の

場合に限

る。
」

等に関する」を加え，同号を同項第30号とし，同項中第28号を第29号とし，第24号から第27号

までを１号ずつ繰り下げ，同項第23号の次に次の１号を加える。

 障害福祉サービス ○ 地域振

事業者，一般相談支 興局長

援事業者，特定相談 支庁

支援事業者等の報告 長

又は帳簿書類等の提

出等の要求及び立入

検査等の実施（法81

①）

別表第６生活衛生課の表７の項第12号中「３①②④」を「３②④」に改め，同号を同項第13

号とし，同項中第11号を第12号とし，第８号から第10号までを１号ずつ繰り下げ，同項第７号

中「犬の」を「犬等の」に改め，同号を同項第８号とし，同項中第６号を第７号とし，第５号

を第６号とし，同項第４号中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め，同号を同項第５号とし，

同項中第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，第１号の次に次の１号を加える。

 狂犬病予防員の任 ○

命（法３①）

別表第６生活衛生課の表８の項第１号中「及び」の次に「それに係る意見の聴取並びに」を

加え，同項第２号中「動物取扱業の登録，」を「第一種動物取扱業の登録並びに」に改め，同

項第３号中「動物取扱業」を「第一種動物取扱業」に改め，同項第４号中「動物取扱業者登録

簿」を「第一種動物取扱業者登録簿」に改め，同項第５号中「動物取扱業」を「第一種動物取

扱業」に，「16」を「16①」に改め，同項第６号中「動物取扱業」を「第一種動物取扱業」に

改め，同項中第26号を第32号とし，第22号から第25号までを６号ずつ繰り下げ，同項第21号中

「動物取扱業登録証」を「第一種動物取扱業登録証」に改め，同号を同項第27号とし，同項中

第20号を第26号とし，第19号を第25号とし，同項第18号中「ねこ」を「猫」に改め，同号を同

項第24号とし，同項第17号を同項第23号とし，同項第16号中「ねこ」を「猫」に，「35④」を

「35⑥」に改め，同号を同項第22号とし，同項第15号中「ねこ」を「猫」に，「35①②③」を

「35①②③④⑤」に改め，同号を同項第21号とし，同項第14号中「立入検査」の次に「の実施」

を加え，同号を同項第20号とし，同項中第13号を第19号とし，第12号を第18号とし，第11号を

第17号とし，同項第10号中「保全」を「保全等」に改め，同号を同項第16号とし，同項第９号

中「動物取扱業者」を「第一種動物取扱業者」に改め，「立入検査」の次に「の実施」を加え，

同号を同項第11号とし，同号の次に次の４号を加える。

 第二種動物取扱業 ○ ○ 保健所 課長は，

の届出（変更の届出 長 飼養施設

を含む。） の処理 の所在地

（法24の２，24の３， が鹿児島

省令10の６③） 市の場合

に限る。

 第二種動物取扱業 ○ ○ 保健所 課長は，

の廃止等の届出の処 長 飼養施設

理（法24の４〔16 の所在地
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①〕） が鹿児島

市の場合

に限る。

 第二種動物取扱業 ○ ○ 保健所 課長は，

者に対する動物の管 長 飼養施設

理の方法等の改善の の所在地

勧告及び命令（法24 が鹿児島

の４〔23①③〕） 市の場合

に限る。

 第二種動物取扱業 ○ ○ 保健所 課長は，

者に対する報告の要 長 飼養施設

求及び立入検査の実 の所在地

施（法24の４〔24 が鹿児島

①〕） 市の場合

に限る。

別表第６生活衛生課の表８の項第８号中「動物」を「第一種動物取扱業者に対する動物」に

改め，同号を同項第10号とし，同項第７号の次に次の２号を加える。

 犬猫等の個体に関 ○ 保健所

する届出の処理（法 長

22の６②）

 犬猫等販売業者に ○ 保健所

対する検案書等の提 長

出命令（法22の６③）

別表第６生活衛生課の表９の項第８号中「ねこ」を「猫」に改め，同号を同項第９号とし，

同項中第７号を第８号とし，第６号を第７号とし，第５号の次に次の１号を加える。

 動物愛護管理員の ○

任命（条例10①）

別表第６生活衛生課の表に次の１項を加える。

30 中国向  登録施設 ○ 保健所

け輸出水 の調査への 長

産食品の 協力（要領

取扱いに ３）

関する事  衛生証明 ○ 保健所

務 書発行機関 長

この項 の登録手続

中中国向 （要領５，

け輸出水 ５）

産食品の  厚生労働 ○ 保健所

取扱要領 省への衛生 長

（平成25 証明書の所

年10月17 定用紙の配

日付け食 布 の 依 頼

安発1017 （要領６）

第１号厚  衛生証明 ○ 保健所

生労働省 書の発行要 長

医薬食品 件の審査及

局食品安 び発行並び

全部長通 に衛生証明

知 ） を 書発行の停

「要領」 止（要領７
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という。 ，７，

７）

 衛生証明 ○ 保健所

書発行実績 長

の厚生労働

省への報告

（要領７）

 申請の審 ○ 保健所

査に係る調 長

査（要領８

）

「
別表第６薬務課の表１の項第２号中「４②」を「４④」に， ○ ○ を

」

「
○ に改め，同項第24号中「36の４」を「36の８」に改める。

」

別表第６商工政策課の表７の項中第20号を削り，第19号を第20号とし，第18号を第19号とし，

同項第17号中「33①②」を「33①」に改め，同号を同項第18号とし，同項第16号中「33①②」

を「33①」に改め，同号を同項第17号とし，同項第15号中「105の２」を「105の２①②」に，

「33①②」を「33①」に改め，同号を同項第16号とし，同項第14号中「法105」を「法105②」

に，「33①②」を「33①」に改め，同号を同項第15号とし，同項第13号中「33①②」を「33①」

「 「
大島支 大島支 大島支庁

庁長 庁長 長は，組

に， を 合に係る に改め，同号を同項第14号とし，

ものに限

る。
」 」

同項第12号中「33①②」を「33①」に改め，同号を同項第13号とし，同項中第11号を第12号と

し，第10号を第11号とし，同項第９号中「火災共済協同組合」を「火災等共済協同組合」に，

「33①②」を「33①」に改め，同号を同項第10号とし，同項第８号を削り，同項第７号中「33

①②」を「33①」に改め，同号を同項第９号とし，同項第６号中「55⑥」を「55⑥，55の２③」

「 「
大島支 大島支 大島支庁

庁長 庁長 長は，組

に，「33①②」を「33①」に， を 合に係る に 改

ものに限

る。
」 」

め，同号を同項第８号とし，同項第５号中「33①②」を「33①」に，

「 「
大島支 大島支 大島支庁

庁長 庁長 長は，組
に改め，同号を同項第７号とし，同項

を 合に係る

ものに限

る。
」 」

第４号中「火災共済協同組合等」を「協同組合連合会」に，「33①②」を「33①」に，

「 「
大島支 大島支庁 大島支 大島支庁

庁長 長は，組 庁長 長は，組

合に係る 合の解散
を に改め，同号を同項第６号とし，同項

ものに限 に関する

る。 届出の処
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理に限る。
」 」

第３号中「33①②」を「33①」に改め，同号を同項第５号とし，同項第２号中「事業協同組合」

の次に「等」を加え，「（法９の６の２」を「（変更等の認可を含む。）（法９の６の２①④，

９の９⑤」に改め，同号を同項第３号とし，同号の次に次の１号を加える。

 事業協同組合等の ○

火災共済事業の認可

（火災共済規程の変

更等の認可を含む。）

（法９の７の２①⑤，

９の９⑤，政令33①）

別表第６商工政策課の表７の項第１号の次に次の１号を加える。

 組合員以外の者の ○

事業の利用の特例に

係る認可等（法９の

２の３，９の９⑤，

政令33①）

別表第６商工政策課の表７の項に次の１号を加える。

 共済事業に係る監 ○

督上の処分（法106

の２①②④⑤，政令

33①）

別表第６産業立地課の表中５の項を削り，６の項を５の項とし，７の項から15の項までを１

項ずつ繰り上げる。

別表第６水産振興課の表８の項第１号中「（法５，法６」を「及びその旨の通知（法５，６」

に改め，同項第２号中「業務規程の届出」の次に「（変更の届出を含む。）」を加え，「７，

法９，法11」を「７①，９①，11①」に改め，同項第６号中「（法19」を「及びその旨の通知

（法19〔６②〕」に改め，同項第10号中「24」を「24①」に改め，同表26の項事務の種類の欄

中「漁業経営再建資金」を「漁業経営維持安定資金及び漁業経営再建資金（以下この項中「漁

業経営維持安定資金等」という。）」に改め，同項第１号中「漁業経営再建資金」を「漁業経

営維持安定資金等」に，「（変更を含む。）の認定」を「の認定（変更の認定を含む。）」に

改め，同項第２号中「漁業経営再建資金」を「漁業経営維持安定資金等に係る」に改め，同号

ア中「漁業経営再建資金利子補給契約」を「利子補給契約」に改め，同号イ中「変更」の次に

「の承認」を加え，同号に次のように加える。

ウ 再建計画の実施 ○

状況報告の処理

別表第６水産振興課の表33の項第１号事務の種類の欄を次のように改める。

 改善計画の認定

（変更の認定を含

む。）及びその取消

し（法４①，政令３

①③）

別表第６水産振興課の表33の項第２号を削り，同項第３号ア中「（変更を含む。）の認定」

を「の認定（変更の認定を含む。）」に改め，同号ウ中「及び取消しを含む。）及び」を「の

認定を含む。）及び取消し並びに」に改め，同号を同項第２号とする。

別表第６国際交流課の表旅券法（昭和26年法律第267号。以下この項中「法」という。）の

施行に関する事務の項第３号中「８①③」の次に「，９③，12③」を加え，同項中第５号を削

り，第４号を第５号とし，第３号の次に次の１号を加える。

 一般旅券の渡航先 ○ 地域振

追加申請の処理（法 興局長
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９①③〔３③〕） （鹿児

島地域

振興局

長を除

く。）

支庁

長 か

ごしま

県民交

流セン

ター副

館長

別表第６国際交流課の表旅券法（昭和26年法律第267号。以下この項中「法」という。）の

施行に関する事務の項第６号中「経由」を「処理」に，

「 「
かごし 地域振

ま県民 興局長

交流セ （鹿児

ンター 島地域

副館長 振興局

長を除

く。） 「
を に改め，同項第７号中 ○ ○ を

支庁 」

長 か

ごしま

県民交

流セン

ター副

館長
」 」

「
○ に改め，同号を同項第８号とし，同項第６号の次に次の１号を加える。

」

 一般旅券の紛失， ○ 地域振

又は焼失の届出の処 興局長

理（法17①③） （鹿児

島地域

振興局

長を除

く。）

支庁

長 か

ごしま

県民交

流セン

ター副

館長

別表第６農村振興課の表５の項事務の種類の欄中「経済局長」を「経営局長」に改め，同項

第15号を削り，同項第16号中「特定利用権の設置」を「農地中間管理権の設定」に，「遊休農

地」を「農地」に改め，同号を同項第15号とし，同項第17号中「特定利用権」を「農地中間管

理権」に改め，同号を同項第16号とし，同項第18号中「特定利用権」を「農地中間管理権」に

改め，同号を同項第17号とし，同項第19号中「特定利用権」を「農地中間管理権」に改め，同
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号を同項第18号とし，同項第20号を削り，同項第21号中「所有者等を確知することができない

場合における遊休農地を利用する権利」を「利用権」に改め，同号を同項第19号とし，同項第

22号中「所有者等を確知することができない場合における遊休農地を利用する権利」を「利用

権」に改め，同号を同項第20号とし，同項第23号中「所有者等を確知することができない場合

における遊休農地を利用する権利」を「利用権」に改め，同号を同項第21号とし，同項中第24

号を第22号とし，第25号から第29号までを２号ずつ繰り上げ，同表14の項第４号中「農地保有

合理化事業規程」を「農地中間管理機構の事業の特例に係る事業規程」に，「７①④，８」を

「８①④，９」に改め，同項第５号及び第６号を削り，同項第７号中「農地保有合理化事業規

程」を「農地中間管理機構の事業の特例に係る事業規程」に，「11」を「10」に改め，同号を

同項第５号とし，同項第８号を削り，同表中15の項を16の項とし，14の項の次に次の１項を加

える。

15 農地中  農地中間 ○

間管理事 管理事業の

業の推進 推進に関す

に関する る基本方針

法律（平 の策定（変

成25年法 更を含む。）

律第 101 及 び 公 表

号。以下 （法３①④

この項中 ⑤）

「法」と  農地中間 ○

いう。） 管理機構の

の施行に 指定及びそ

関する事 の公告（法

務 ４①，５①）

 農地中間 ○

管理機構の

名称等の変

更の届出の

処理及び公

告（法５②

③）

 農地中間 ○

管理機構の

役員の選任

及び解任の

認可等（法

７）

 農地中間 ○

管理事業規

程 の 認 可

（変更の認

可を含む。）

及び変更命

令（法８①

⑤）

 農地中間 ○

管理機構に

対する監督

命令（法13）
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 農地中間 ○

管理機構の

事業の休廃

止の認可及

びその公告

（法14①③）

 農地中間 ○

管理機構の

指定の取消

し及びその

公告（法15）

 農用地利 ○

用配分計画

の認可（法

18①）

 農用地利 ○

用配分計画

の申請の公

告，縦覧及

び意見書の

処理（法18

③）

 農用地利 ○

用配分計画

の認可の通

知及び公告

（法18⑤）

 農地中間 ○

管理権の設

定又は移転

に係る契約

等の解除の

承認（法20

①）

 農用地利 ○

用配分計画

に係る賃貸

借等の解除

の承認（法

21②）

 農地中間 ○

管理機構の

業務の委託

の承認（法

22②）

 農地中間 ○

管理機構等

に対する報

告の徴収及

び立入検査
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の実施（法

30①②）

 農地中間 ○

管理機構の

指定等に係

る農林水産

大臣への通

知（法31①）

別表第６食の安全推進課の表１の項事務の種類の欄中「の施行」を「（昭和25年法律第175

号）の施行」に改め，同項第４号中「結果の」の次に「消費者庁長官及び」を加え，

「
○

を

」

「
○ ○ 地域振 地域振興

興局長 局長及び

支庁 支庁長は，

長 報告の徴
に改め，同表８の項第２号中

収及び立

入検査の

実施に限

る。
」

「
○

を

」

「
○ ○ 地域振 地域振興

興局長 局長及び

支庁 支庁長は，

長 報告の徴
に改める。

収及び立

入検査の

実施に限

る。
」

別表第６農産園芸課の表４の項第３号中「任命及び」を削り，

「 「
○ ○ ○ 北地

域振興
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局長
を に改め，同表５

大隅地

域振興

局長
」 」

の項第１号中「４③」を「４③⑦」に改め，同項第３号中

「
○

を

」

「
○ ○ 地域振 地域振興

興局長 局長及び

支庁 支庁長は，

長 報告の徴
に改める。

収及び立

入検査の

実施に限

る。
」

別表第６監理課の表１の項第２号中「12」を「12，17」に，「８」を「８，13」に改め，同

項第３号中「13」を「13，17」に改め，同項第18号中「許可申請者」の次に「及び建設業者」

を加え，「〔13①〕」を「，12，13」に改め，同表２の項に次の１号を加える。

 浄化槽工事業者が ○

提出する書類の部数

の決定

別表第６監理課の表７の項に次の１号を加える。

 解体工事業の登録 ○

申請者及び解体工事

業者が提出する書類

の部数の決定

別表第６道路建設課の表１の項第15号中「９②」を「８②」に改め，同表４の項を次のよう

に改める。

４ 道路整 有料道路の ○

備特別措 料金の徴収に

置法（昭 係る条例の制

和31年法 定等の国土交

律第７号。 通大臣への届

以下この 出（法18②③）

項中「法」

という。）

に基づく

事務

別表第６道路維持課の表１の項中第71号を第74号とし，第37号から第70号までを３号ずつ繰

り下げ，同項第36号中「47の４」を「47の５」に改め，同号を同項第39号とし，同項第35号中

「47の３」を「47の４」に改め，同号を同項第38号とし，同項中第34号を第37号とし，第25号
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から第33号までを３号ずつ繰り下げ，同項第24号中「国等」を「国」に，「占用」を「占用に

係る国から」に改め，同号を同項第27号とし，同項中第23号を第26号とし，第17号から第22号

までを３号ずつ繰り下げ，第16号を第18号とし，同号の次に次の１号を加える。

 維持修繕協定の締 ○

結（法22の２）

別表第６道路維持課の表１の項中第15号を第17号とし，第10号から第14号までを２号ずつ繰

り下げ，第９号の次に次の２号を加える。

 指定市以外の市町 ○ 地域振

村の区域内に存する 興局長

国道又は県道の歩道 支庁

の新設等の代行につ 長

いての当該市町村長

からの協議について

の決定（法17④）

 県道を構成する施 ○

設等の改築又は修繕

に関する工事の施行

の国土交通大臣への

要請（法17⑥）

別表第６河川課の表１の項第17号中「（法23」を「並びに流水の占用の登録（法23，23の２」

に改め，同項第18号中「許可」を「許可並びに流水の占用の登録」に，「23」を「23，23の２」

に改め，同項第19号中「許可」を「許可等」に，「23」を「23，23の２」に改め，同項第29号

から第31号までの規定中「許可」を「許可等」に改め，同項第32号中「許可」を「許可等」に，

「第22号」を「第21号」に改め，同項第93号を同項第97号とし，同項第92号中「第24条」を

「第23条」に改め，同号を同項第96号とし，同項中第91号を第95号とし，第87号から第90号ま

でを４号ずつ繰り下げ，同項第86号中「関係地方公共団体」を「地方公共団体等」に，「決定」

を「決定及び河川の使用等に関する協議についての決定」に改め，同号を同項第90号とし，同

項第85号を同項第89号とし，同項第84号中「第48号及び第53号」を「第49号，第54号，第60号

及び第63号」に改め，同号を同項第88号とし，同項中第83号を第87号とし，第79号から第82号

までを４号ずつ繰り下げ，同項第78号中「許可」を「許可等」に改め，同号を同項第82号とし，

同項第77号中「許可」を「許可等」に改め，同号を同項第81号とし，同項第76号を同項第80号

とし，同項第75号中「及び第24号」を「，第24号及び第26号」に改め，同号を同項第79号とし，

同項中第74号を第78号とし，第64号から第73号までを４号ずつ繰り下げ，第63号を第64号とし，

同号の次に次の３号を加える。

 河川協力団体の指 ○

定及び変更の届出の

処理並びにそれらに

係る公示（法58の８）

 河川協力団体に対 ○

する報告の要求及び

措置命令並びに河川

協力団体の指定の取

消し及びそれに係る

公示（法58の10）

 土地の占用等に係 ○

る河川協力団体との

協議（法58の12）

別表第６河川課の表１の項中第62号を第63号とし，第52号から第61号までを１号ずつ繰り下

げ，同項第51号中「第48号」を「第49号」に，「55②」を「55②〔33③〕」に改め，同号を同

項第52号とし，同項中第50号を第51号とし，第40号から第49号までを１号ずつ繰り下げ，同項
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第39号中「許可」を「許可等」に改め，同号を同項第40号とし，同項中第38号を第39号とし，

第37号を第38号とし，第36号の次に次の１号を加える。

 土地の占用等に関 ○

する水防管理団体等

からの協議について

の決定（法37の２）

別表第６河川課の表４の項第２号中「７」を「７①④⑤⑥」に改め，同項中第19号を第21号

とし，第７号から第18号までを２号ずつ繰り下げ，同項第６号中「発令及び関係機関への」を

削り，「13②」の次に「，13の２」を加え，同号を同項第８号とし，同項中第５号を第７号と

し，第４号を第６号とし，同項第３号中「11①」の次に「，13の２」を加え，同号を同項第５

号とし，同項第２号の次に次の２号を加える。

 水防計画への記載 ○

に係る河川管理者へ

の協議等（法７③，

33④）

 洪水予報通知に係 ○

る河川の指定等（法

11）

別表第６砂防課の表１の項中第14号を第15号とし，第13号を第14号とし，第12号の次に次の

１号を加える。

 砂防管理員の任命 ○

（法31）

別表第６砂防課の表２の項第17号中「変更」を「変更に係るもの」に，「及び協議（法24①

③」を「（法24①」に改める。

別表第６建築課の表８の項第１号中「特定建築物の耐震診断及び耐震改修についての」を

「特定既存耐震不適格建築物に係る」に，「指示（法７」を「指示等（法15」に改め，同項第

９号中「12」を「21」に改め，同号を同項第10号とし，同項第８号中「12」を「21」に改め，

同号を同項第９号とし，同項第７号中「11」を「20」に改め，同号を同項第８号とし，同項第

６号中「11」を「20」に改め，同号を同項第７号とし，同項第５号中「認定建築物」を「計画

認定建築物」に，「10」を「19」に改め，同号を同項第６号とし，同項第４号中「認定建築物」

を「計画認定建築物」に，「10」を「19」に改め，同号を同項第５号とし，同項第３号中「８

①③④⑤⑧，９」を「17①③④⑤⑩，18」に改め，同号を同項第４号とし，同項第２号中「８

①③④⑤⑧，９」を「17①③④⑤⑩，18」に改め，同号を同項第３号とし，同項第１号の次に

次の１号を加える。

 既存耐震不適格建 ○ 地域振

築物に係る指導及び 興局長

助言（法16②） 支庁

長

別表第６建築課の表８の項に次の15号を加える。

 建築物の地震に対 ○

する安全性に係る認

定（次号に掲げるも

のを除く。）（法22

①②）

 建築物の地震に対 ○ 地域振

する安全性に係る認 興局長

定（木造の建築物に 支庁

係るものに限る。） 長

（法22①②）

 基準適合認定建築 ○
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物に係る認定の取消

し（次号に掲げるも

のを除く。）（法23）

 基準適合認定建築 ○ 地域振

物に係る認定の取消 興局長

し（木造の建築物に 支庁

係るものに限る。） 長

（法23）

 基準適合認定建築 ○

物に係る報告，検査

等（次号に掲げるも

のを除く。）（法24）

 基準適合認定建築 ○ 地域振

物に係る報告，検査 興局長

等（木造の建築物に 支庁

係るものに限る。） 長

（法24）

 区分所有建築物の ○

耐震改修の必要性に

係る認定（次号に掲

げるものを除く。）

（法25①②）

 区分所有建築物の ○ 地域振

耐震改修の必要性に 興局長

係る認定（木造の建 支庁

築物に係るものに限 長

る。）（法25①②）

 要耐震改修認定建 ○

築物の耐震改修に係

る指導及び助言並び

に指示等（次号に掲

げるものを除く。）

（法27）

 要耐震改修認定建 ○ 地域振

築物の耐震改修に係 興局長

る指導及び助言並び 支庁

に指示等（木造の建 長

築物に係るものに限

る。）（法27）

 耐震診断の結果の ○

報告受理（法附則３

①）

 要緊急安全確認大 ○

規模建築物に係る報

告命令等（法附則３

③〔８〕）

 耐震診断の結果の ○

公表（法附則３③

〔９〕）

 要緊急安全確認大 ○ ○ 地域振
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規模建築物の耐震改 興局長

修に係る指導及び助 支庁

言並びに指示等（法 長

附則３③〔12〕）

 要緊急安全確認大 ○ ○ 地域振

規模建築物に係る報 興局長

告，検査等（法附則 支庁

３③〔13①〕） 長

別表第６建築課住宅政策室の表２の項中第１号を削り，第２号を第１号とし，第３号を第２

号とし，同項第４号中「23③」を「28③」に改め，同号を同項第３号とし，同項中第５号を第

４号とし，第６号から第15号までを１号ずつ繰り上げ，同項第16号中「37④」を「37⑤」に改

め，同号を同項第15号とし，同項中第17号を第16号とし，第18号から第21号までを１号ずつ繰

「
地域振

興局長

支庁

長
り上げ，同項第22号中「48①④」を「49①④」に， を

」

「
地域振 地域振興

興局長 局長及び

支庁 支庁長は，

長 報告の徴
に改め，同号を同項第21号とし，同項中第23号を第22号とし，第24

収及び実

地検査の

実施に限

る。
」

号から第33号までを１号ずつ繰り上げ，同表８の項第５号中「公募（省令９」を「募集（省令

「 「
27，条例４，５」に， ○ ○ を ○ に改め，同

」 」

項第６号中「選定（省令10」を「選定等（省令28，29，条例７②，８，９，10」に，

「 「
○ ○ を ○ に改め，同項第７号及び第８号を

」 」

削り，同項第９号中「延長，」を「延長又は」に改め，「，入居可能日の通知」を削り，「取

「 「
消し」を「取消し等」に， ○ ○ を ○ に 改

」 」

め，同号を同項第７号とし，同項第10号中「承認（条例12①」を「承認等（条例12」に，

「 「
○ ○ を ○ に改め，同号を同項第８号とし，

」 」

「 「
同項第11号中 ○ ○ を ○ に改め，同号を同項

」 」

「 「
第９号とし，同項第12号中 ○ ○ を ○ に 改

」 」

「 「
め，同号を同項第10号とし，同項第13号中 ○ を に改め，同号を同

」 」

項第11号とし，同項第14号中「の決定及び」を「又は」に，「決定（条例16」を「決定等（条
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「 「
例16①③，17②」に， ○ ○ を ○ に改め，同

」 」

号を同項第12号とし，同号の次に次の１号を加える。

 家賃又は入居者負 ○ 地域振

担額の徴収（条例16 興局長

②，19①⑤） 支庁

長

別表第６建築課住宅政策室の表８の項第15号中「又は」を「若しくは」に，「の減免」を

「
「又は敷金の減免」に，「規則22」を「20②」に， ○ ○ を

」

「
○ に改め，同号を同項第14号とし，同項第16号中

」

「 「
○ ○ を ○ に改め，同号を同項第15号とし，

」 」

同項第17号中「，減免，徴収の猶予等（条例20」を「及び還付（条例20①③」に，

「 「
○ ○ を ○ に改め，同号を同項第16号とし，

」 」

「 「
同項第18号中 ○ ○ を ○ に改め，同号を同項

」 」

「
第17号とし，同項第19号中「の併用」を「併用」に， ○ ○ を

」

「
○ に改め，同号を同項第18号とし，同項第20号中「29」を「29①②」

」

「 「
に， ○ ○ を ○ に改め，同号を同項第19号と

」 」

し，同号の次に次の１号を加える。

 明渡しの請求，検 ○ ○ 地域振

査員の指定及び立入 興局長

検査の実施等（条例 支庁

30①，31①，34①） 長

別表第６建築課住宅政策室の表８の項第21号を次のように改める。

 駐車場の使用許可 ○ 地域振

（条例32②） 興局長

支庁

長

別表第６建築課住宅政策室の表８の項第22号を削り，同項第23号中

「 「
○ ○ を ○ に改め，同号を同項第22号とし，

」 」

「 「
同項第24号中 ○ ○ を ○ に改め，同号を同項第23号とし，同項

」 」

「 「
第25号中 ○ ○ を ○ に改め，同号を同項第24

」 」

号とする。

附 則

この規則は，平成26年４月１日から施行する。ただし，別表第６薬務課の表１の項第２号の

改正規定（「４②」を「４④」に改める部分に限る。）は，同年６月12日から施行する。


